
北海道大学・公共政策学連携研究部・教授

科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１０１０１

挑戦的萌芽研究

2018～2016

核不拡散体制における国連安保理制裁の効果と役割

Effects and Role of UN Security Council Sanctions in Non-proliferation Regime

６０３３４０２５研究者番号：

鈴木　一人（Suzuki, Kazuto）

研究期間：

１６Ｋ１３３４３

年 月 日現在  元   ５ １７

円     1,900,000

研究成果の概要（和文）：本研究では、北朝鮮とイランに対する国連安保理制裁を中心に、制裁が両国の核開発
に対してどのような役割を担い、どのような効果をもたらしたのかを検討した。結論としては、国連制裁のみで
の効果は限定的だが、加盟国との協力による単独制裁との組み合わせは効果が高いことが判明した。北朝鮮にお
いては制裁の効果が限定的であったのは中国との関係があり、またアメリカ、韓国政府が北朝鮮との融和的な政
策を展開したことが原因であり、他方、イランに対しては周辺国も含め、国連制裁と単独制裁の履行を徹底した
ことが効果をもたらした。

研究成果の概要（英文）：This study focused on the role and effects of UN Security Council sanctions 
with particular interest in North Korea and Iran cases.  The result of this study is that the UN 
sanctions alone is not fully effective to change their behaviors, but it is very effective if there 
is a coordination with unilateral sanctions by major powers.  In North Korean case, it was difficult
 to measure the effects because of the continuous economic relationship with China and the loosening
 of pressure by the United States and South Korea for the negotiations with North Korea.  On the 
other hand, in case of Iran, the UN sanctions were more effective because the implementation of the 
sanctions were thoroughly carried out by all the member states including the ones which have strong 
economic ties in Iran's neighborhood.

研究分野： 国際政治学
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令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究は、これまで日本でも世界的にも扱われてこなかった、核の不拡散に関する制裁の効果と役割を取り上
げ、その実施と結果について考察したことに意義がある。この研究の成果は、吉村編『国連の金融制裁』や
Asada (eds.)の"Economic Sanctions in International Law and Practice" (forthcoming）といった国内外に
向けた書籍に所収した論文として発表した。こうした研究成果は制裁の実務に関わる政府や企業関係者にも伝わ
っており、効果的な制裁を通じて国際秩序を維持し安定させることに微力ながら貢献できていると自負してい
る。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 
 国連安保理による制裁は、研究開始当初の状況では、主として法学的な観点から、不拡散条約
（NPT）との関係や、安保理決議の国内法への転換を含む履行の問題として研究がなされてきた。
しかし、研究責任者である鈴木は 2015 年夏まで国連安保理のイラン制裁専門家パネルの一員と
して、国連安保理制裁の実務を経験し、国連制裁が単なる国際法上の問題として扱われるだけで
は研究として不十分であることを実感していた。国連制裁は極めて高度に外交的で政治的な問
題であると同時に、加盟国の経済的利益にも影響を及ぼし、さらには加盟国内政治上の争点にも
なりうる問題である。そうした観点からの研究は日本には皆無といってよい状態であり、また国
際的にも限られた研究機関が取り組んでいる課題であった。そこから、本研究では、この分野で
の政治学的な観点からの研究が不可欠との観点から進めることとなった。 
 
２．研究の目的 
 
 本研究は、国連安保理による核開発に対する制裁を分析することで、現代の国際秩序である核
不拡散体制において国連がどのような役割と効果を持つのかを分析し、国際秩序の維持と変革
における国連の役割を明らかにした。国連憲章に定められた武力を用いない強制措置である制
裁によって加盟国の行動に変化を生み、国際社会のルールを実行させる力を国連が持ちうるか
どうかは、これからの国際関係・国際秩序のあり方に大きな意味を持つ。これまで主として法学
的観点から分析されてきた国連安保理制裁の役割と効果を政治学的観点から明らかにすること
で、国連の機能と限界を見極め、我が国の国連への貢献や核不拡散国際秩序への関わり方につい
て目指すべき方向性を提言することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
 
 本研究の主たる方法は各国の輸出管理／制裁担当の政府部局と国連事務局の安保理部及び北
朝鮮制裁の専門家パネルのメンバーに対するヒアリングに加え、トランプ政権の流動的な制裁
に対する政策変更を追跡するための新聞をはじめとするメディアからの情報収集と継続的な制
裁担当者や専門家との意見交換である。制裁に関する研究は先行研究が極めて限られており、公
式に発表されている資料も限定的である。実際の制度の運用や国際ルールの適用については各
国ごとに大きなばらつきがあり、それらを一つにまとめる資料も整備されていない。平成 28 年
度には国連と米国・EUによるイラン制裁の状況を調査整理し、イラン制裁に関する研究を進め、
平成 29 年度には国連と米国・日本による北朝鮮制裁の状況を調査し、北朝鮮制裁の現状を分析
した。平成 30 年度には米国を中心に制裁担当部局や専門家へのインタビューを行った。 
 
４．研究成果 
 
 平成 28 年度の研究では、イランに対する国連制裁と米国・EU による独自制裁を踏まえた、新
たな分析枠組みの構築を目指すことを目標に研究を進めてきた。核不拡散に対する制裁の効果
やその分析に関する先行研究が少なく、既存の研究にはない様々な要素を踏まえた分析枠組み
の構築が必要であった。そこで、他分野で進められた研究を踏まえ、新しい安全保障のあり方が
どのように展開されるのか、また米国においてはトランプ政権が発足したことも踏まえ、各国の
独自制裁が発動されるメカニズムや政策的な変化にも注目して研究を進めた。 
 それらの研究の成果として、まず外務省が監修する『外交』に寄稿した「新しい安全保障と技
術管理」論文では、現代の安全保障が伝統的な技術だけでなく、ロボットや人工知能と言った新
たな技術を含んだものになっているトレンドを明らかにし、その中で安全保障は伝統的手段だ
けでなく、技術管理や制裁と言った非軍事的な手段も含みうることを明らかにした。また、上述
の論文を発展させたものとして国際問題研究所が発行する『国際問題』に「安全保障の空間的変
容」と題した論文を寄稿した。ここでは現代世界における安全保障がサイバーや宇宙と言った分
野を含めることで空間的に変容し、それらが新たな安全保障の仕組みを必要とすること、その中
で技術管理が重要な意味をなし、仮にサイバーや宇宙空間での紛争が起こった場合、それに対抗
する措置を検討しなければならないことを示した。この論文を日本とインドの技術移転に当て
はめて検討したのが Space India 2.0 という図書に寄稿した論文である。 
 平成 29 年度の研究では輸出管理をめぐる枠組みの研究を継続すると同時に、激動する朝鮮半
島情勢をめぐって、国連の北朝鮮制裁の枠組みが大きく変化し、その変化に対応するための考察
を続けてきた。これらの研究は論文として発表するには時間が短く、しかしながら、速報性が求
められるだけに、学術研究よりは様々な論壇誌やウェブ媒体などを通じた研究発表が中心とな
った。 
 そんな中で『月刊治安フォーラム』において「機微技術の輸出管理をめぐる諸問題」を発表し、
また『生活経済政策』では「国家の水際化と題する論文を発表し、グローバル化が進む世界にお
いて、制裁を実施するために国家が水際で対応せざるを得なくなっていく現状分析の枠組みを
提供した。 
 また、日本政治学会において「国際政治における不確実性とリスクへの対応」を報告し、政治



学の分野で核拡散のリスクなどに対応するための方策として制裁が実施されていることを分析
する枠組みを提供した。さらに、日本原子力学会において「安全保障貿易管理を通じた核不拡散
の取り組みと国連による核拡散に対する制裁」を発表し、イラン、北朝鮮における核拡散に対す
る国連制裁の現状についてを報告した。 
 さらには、国連金融制裁研究会において、「国連イラン制裁の金融制裁について」を報告し、
国連において金融制裁を実行することは権限上制限があるが、すでに実施されている制裁の中
でも資産凍結の難しさや、名義変更・フロント企業を使った制裁逃れの事案が多発している状況
を説明した。 
 平成 30 年度の研究では急変する北朝鮮情勢を巡る議論が活発となり、平成 30 年 6 月のシン
ガポールでの米朝首脳会談、平成 31 年 3 月のハノイでの米朝首脳会談を踏まえた国連制裁のあ
り方やその効果に関する発信を積極的に行った。また、平成 30 年 5 月にはトランプ大統領がイ
ラン核合意から離脱することを宣言し、新たにアメリカによる単独制裁が再開されたため、それ
に関する解説や分析も新聞等の媒体を通じて発信した。個別に取材を受けたものの他、朝日新聞
の『GLOBE+』などのウェブ媒体を通じた時事的な発信を行い、混迷する状況に対して一般向け
の理解を深めることに貢献した。 
 また、国連のみならず一国による制裁を分析するという研究計画に基づき、米国の北朝鮮に対
する単独制裁の研究を行うため、平成 31 年 2 月に米国に滞在し、米財務省、国務省、商務省の
他、シンクタンクの研究員などに聞き取り調査を行い、その成果を経産省に向けて報告書として
発表した。 
 さらに、平成 30 年 6 月には日本国連学会でこれまでの研究成果である国連のイラン制裁の手
続きや安保理決議の効力などに関する研究発表を行い、平成 30 年 11 月の日本国際政治学会で
は共通論題としてグローバルガバナンスの観点から日本の国連制裁への関与について研究成果
を踏まえた発表を行った。 
 これまでの研究成果を踏まえたものとして、平成 30 年 9 月には吉村祥子編の『国連の金融制
裁：方と実務』に「国連イラン制裁における金融制裁について」と題する論文を掲載したほか、
京都大学の浅田正彦編による英語論文集の Economic Sanctions in International Law and Practice に
UN Sanctions on Iran: The Role and Effectiveness of UN Sanctions と題する論文を提出し近刊の予定
である。 
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